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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給電装置の複数の給電部の各々から負荷に対し供給される各電流の電流値と、前記複数
の給電部の集合から前記負荷に対し供給される総合電流の総合電流値と、から、前記負荷
と前記給電部の各々との導通の遮断に係る遮断箇所を特定する特定部、
　を備え、
　前記遮断箇所は、前記各電流の電流値から設計値を減じた値が第一の閾値を超えたこと
が判定された場合は、前記第一の閾値を超えたことを判定した前記減じた値に係る前記給
電部と前記負荷との間であり、前記遮断箇所は、前記総合電流値から前記給電部の各々か
らの出力の和を減じた値が第二の閾値を超えたことが判定された場合は、すべての前記給
電部と前記負荷との間である、
　特定装置。
【請求項２】
　前記給電部がＤＣ（ｄｉｒｅｃｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ）－ＤＣコンバータを備える、請求
項１に記載された特定装置。
【請求項３】
　前記各電流の電流値を検出する第一の検出部と、前記総合電流値を検出する第二の検出
部とをさらに備える、請求項１又は請求項２に記載された特定装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のうちのいずれか一に記載された特定装置が特定した前記遮断箇
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所の導通の遮断を制御し得る制御部を備える遮断装置。
【請求項５】
　前記遮断箇所をさらに備える、請求項４に記載された遮断装置。
【請求項６】
　前記遮断箇所がスイッチである、請求項５に記載された遮断装置。
【請求項７】
　給電装置の複数の給電部の各々が負荷に対し供給する電流値の各々と、前記複数の給電
部のすべてが前記負荷に対し供給する電流値である総合電流とから、前記負荷と前記給電
部の各々との間の電気経路の遮断箇所を特定し、
　前記遮断箇所は、前記各電流の電流値から設計値を減じた値が第一の閾値を超えたこと
が判定された場合は、前記減じた値に係る前記給電部と前記負荷との間であり、前記遮断
箇所は、前記総合電流から前記給電部の各々からの出力の和を減じた値が第二の閾値を超
えたことが判定された場合は、すべての前記給電部と前記負荷との間である、
　特定方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気経路を遮断する遮断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　給電装置が備える複数の給電部が負荷に対し同時に給電する場合がある。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、複数台の電源装置を並列接続して、冗長システム構成し重要負
荷に電力供給する電源装置を開示する。
【０００４】
　また、特許文献２は各種の機能を有する複数の回路ユニットと、該複数の回路ユニット
に電力を供給する電源回路とを備えた電子装置を開示する。
【０００５】
　また、特許文献３は、複数の小容量電源により一つの大容量の電源を構成してなる並列
運用電源システムを開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０５－０３８０５５号公報
【特許文献２】特開平０５－０７６１２７号公報
【特許文献３】特開平１０－１０８３６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　複数の給電部が負荷に対し同時に電流を供給する給電装置からなる給電システムにおい
て、負荷部に給電するための給電経路や負荷部における異常や給電部の異常により、負荷
に対し想定より過大な電流が流れる場合がある。
【０００８】
　そして、給電システムにおいて異常箇所の特定及び復旧が困難であるために、給電シス
テムの復旧が困難になる場合がある。そのため、負荷部への過大な電流の流れ込みが継続
されることにより給電経路や負荷部等が焼損し、さらに復旧困難となる危険性が想定され
得る。
【０００９】
　この危険性を避けるためには、給電装置から負荷への出力を遮断することが有効である
。しかしながら、給電装置から負荷への出力の遮断は、給電装置の動作停止を意味する。
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負荷への過電流は、前述のように給電部の故障により発生する場合もある。その場合は、
単にその給電部からの給電を停止し、又は、当該給電部を予備の給電部により置き換える
だけで、給電装置による給電を維持できる。それなのに、上述の給電装置から負荷への出
力を遮断する方法は、給電装置の動作を停止してしまう。
【００１０】
　本発明は、給電システムや負荷における損傷の拡大防止を抑えつつ、負荷への給電の継
続をより確保し得る、特定装置等の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の特定装置は特定部を備える。前記特定部は、各電流の電流値と、総合電流の総
合電流値と、から、前記負荷と前記各給電装置との導通の遮断に係る遮断箇所を特定する
。前記各電流の電流値は、給電装置の複数の給電装置の各々から負荷に対し供給される電
流値である。また、総合電流値は、前記複数の給電装置の集合から前記負荷に対し供給さ
れる総合電流の電流値である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の特定装置等は、給電システムや負荷における損傷の拡大防止を抑えつつ、負荷
への給電の継続をより長時間確保し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態の給電システムの構成例を表す概念図である。
【図２】遮断箇所をＮ個のＦＥＴ（ｆｉｅｌｄ－ｅｆｆｅｃｔ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）
から特定する処理の処理フロー例を表す概念図である。
【図３】遮断箇所をＦＥＴ１３１とするかについての判定処理の処理フロー例を表す概念
図である。
【図４】制御部が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。
【図５】本発明の最小限の特定装置の構成を表す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［構成と動作］
　図１は、本実施形態の給電システムの例である給電システム１５１の構成を表す概念図
である。図１には、給電システム１５１の給電対象である負荷２０１を併せて表してある
。
【００１５】
　給電システム１５１は、給電装置１６１と、遮断装置１０６とを備える。
【００１６】
　給電装置１６１は、Ｎ個のユニット１７１乃至１７Ｎと、電流検出部１２１と、ＦＥＴ
１３１とを備える。ここで、ＦＥＴは、ｆｉｅｌｄ－ｅｆｆｅｃｔ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒの略である。ＦＥＴは例えばＭＯＳ－ＦＥＴである。ここで、ＭＯＳはＭｅｔａｌ－Ｏ
ｘｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒの略である。
【００１７】
　ユニット１７ｎは、コンバータ１ｎと、電流検出部２ｎとＦＥＴ３ｎとを備える。ここ
で、ｎは、以下の説明も含めて、１以上Ｎ以下の整数である。
【００１８】
　コンバータ１ｎには、端子４ｎから電力が入力される。コンバータ１ｎは入力された電
力を所定の直流電力に変換する。コンバータ１ｎは、例えば、ＤＣ－ＤＣコンバータであ
る。ここで、ＤＣは、ｄｉｒｅｃｔ　ｃｕｒｒｅｎｔの略である。コンバータ１ｎは変換
した直流電力を電流検出部２ｎに対して出力する。
【００１９】
　電流検出部２ｎはコンバータ１ｎからの出力の電流値を検出し、検出した電流値を遮断
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装置１０６の処理部１１１に送付する。電流検出部２ｎは当該検出と当該送付を継続的に
行う。電流検出部２ｎを通過したコンバータ１ｎからの出力はＦＥＴ３ｎに到達する。
【００２０】
　ＦＥＴ３ｎは、そのゲート電圧の供給又は供給停止により、そのソースとドレインとの
間を導通させ又は導通を遮断する。ＦＥＴ３ｎは、正常時にはそのソースとドレインとの
間がゲート電圧の供給により導通している。ＦＥＴ３ｎのソースとドレインとの間が導通
している場合は、コンバータ１ｎからの出力は、電流検出部２ｎを経てＦＥＴ３ｎに供給
される。ＦＥＴ３ｎの各々は、例えば、ＭＯＳ－ＦＥＴである。
【００２１】
　ＦＥＴ３ｎのソースとドレインの間は、通常動作時には、そのゲートへの電圧供給によ
り導通している。そのため、コンバータ１ｎの各々からは負荷２０１に対し電流が供給さ
れる。そして、電流検出部１２１は、コンバータ１ｎの各々から負荷２０１に供給される
電流の総和を検出する。そして、電流検出部１２１は、負荷２０１に供給される電流の総
和を表す電流値を遮断装置１０６の処理部１１１に送付する。電流検出部１２１は、当該
検出と当該送付を継続的に行う。
【００２２】
　処理部１１１は、電流検出部２ｎ及び１２１から送られる電流値から遮断する箇所をＦ
ＥＴ３ｎの各々及び１３１の中から特定する。遮断箇所の特定の動作例は、例えば次の通
りである。
【００２３】
　処理部１１１は、記録部１１６から、電流検出部２ｎが検出する電流値の設計値及び第
一の閾値を読み込む。そして、処理部１１１は、電流検出部２ｎの各々から送付される各
電流値から前記設計値を減じた値（第一の差）が、前記第一の閾値より大きいかについて
の判定を行う。処理部１１１は、当該判定を、電流検出部２ｎの各々から継続的に送付さ
れる各電流値について、例えば所定の時間間隔で、継続的に行う。
【００２４】
　処理部１１１は、いずれかの電流検出部２ｎから送られた電流値について前記第一の差
が前記第一の閾値よりも大きいことを判定した場合は、その判定を行った電流値を送った
電流検出部２ｎを特定する情報を、制御部１２６に送る。
【００２５】
　制御部１２６は、処理部１１１からの当該特定情報を受けて、当該特定情報により特定
される電流検出部２ｎのすぐ後段のＦＥＴ３ｎのソース－ドレイン間の導通を遮断する。
【００２６】
　その後、例えば、給電システム１５１の管理者等は導通を遮断したユニット１７ｎの代
わりに予備のユニットから負荷２０１への給電を行わせる等の措置を行う。コンバータ１
ｎからの出力電流の増加は、コンバータ１ｎの故障の発生を推定させるからである。前記
管理者等は、導通を遮断したユニット１７ｎのコンバータ１ｎのみを予備のコンバータに
切り替える措置をとる場合もあり得る。
【００２７】
　一方、処理部１１１は、上記動作とは独立に、次の動作を行う。
【００２８】
　処理部１１１は、第二の閾値を記録部１１６から読み込む。そして、処理部１１１は、
各電流検出部２ｎから送付される電流値についての合計値を導出する。そして、処理部１
１１は、電流検出部１２１から送付される総合電流値から前記合計値を減じた値（第二の
差）を導出する。
【００２９】
　処理部１１１は、前記第二の差が前記第二の閾値より大きいかを判定する。処理部は、
当該判定を、例えば所定の時間間隔で、継続的に行う。
【００３０】
　そして、処理部１１１は、前記第二の差が前記第二の閾値より大きいことを判定したと
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きは、遮断箇所をＦＥＴ１３１とする情報を制御部１２６に送る。
【００３１】
　制御部１２６は、当該情報の送付を受けて、ＦＥＴ１３１のゲートへの電圧印加を解除
し、そのソース－ドレイン間の導通を遮断する。
【００３２】
　その後、例えば、給電システム１５１の管理者等は、給電装置１６１全体を別の給電装
置に切り替える等の措置をとる。前記第三の差の発生は、ユニット１７ｎのＦＥＴ３ｎの
それぞれと電流検出部１２１との間の電気経路による電流のリーク等の不具合の発生を強
く推定させるからである。前記管理者は、ＦＥＴ３ｎのそれぞれと電流検出部１２１との
間の配線を予備の配線と交換することもあり得る。また、前記管理者は、ＦＥＴ３ｎのそ
れぞれと電流検出部１２１との間の配線を修理することもあり得る。
【００３３】
　なお、記録部１１６は、前述の第一の閾値、第二の閾値、電流検出部２ｎが検出する電
流値の設計値及び電流検出部１２１が検出する総合電流値の設計値を保持する。記録部１
１６は、その他、処理部１１１が指示する情報を記録する。記録部１１６は、また、処理
部１１１の指示により、保持する情報を処理部１１１に送付する。
［処理フロー］
　図２は、図１に表す遮断装置１０６の処理部１１１が行う、遮断箇所をＮ個のＦＥＴ３
ｎから特定する処理の処理フロー例を表す概念図である。
【００３４】
　なお、図２に表す処理は、図１に表すＮ個の電流検出部２ｎの各々は、検出した電流値
を処理部１１１に対し、逐次送付することを前提としている。
【００３５】
　処理部１１１は、例えば、電源のオンにより図２に表す処理を開始する。
【００３６】
　そして、処理部１１１は、Ｓ１０１の処理として、タイマーの設定時刻ｔ１を０に設定
し、時刻ｔ１＝０からの経過時間の測定を開始する。ここで、処理部１１１は図示しない
タイマーを利用できることを前提としている。
【００３７】
　次に、処理部１１１は、Ｓ１０２の処理として、Ｎ個の電流検出部２ｎの各々から送ら
れる電流値の各々と、記録部１１６から読み込んだ電流検出部２ｎが検出する電流値から
設計値を減じた値（第一の差）の各々を導出する。
【００３８】
　そして、処理部１１１は、Ｓ１０３の処理として、前記第一の差の各々について記録部
１１６から読み込んだ第一の閾値と比較し、前記第一の差のいずれかが前記第一の閾値以
上かについての判定を行う。ここで、第一の閾値は、Ｓ１０３の処理のため予め定められ
記録部１１６が保持する、前記第一の差についての閾値である。第一の閾値は、前記第一
の差がノイズ等によるものではなく実質的なものであることを判定するためのものである
。第一の閾値は、ノイズ等の存在によっては説明できないと考えられる値から選択される
。
【００３９】
　処理部１１１は、Ｓ１０３の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、Ｓ１０５の処理を
行う。
【００４０】
　一方、処理部１１１は、Ｓ１０３の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ１０７の処
理を行う。
【００４１】
　処理部１１１は、Ｓ１０５の処理を行う場合は、同処理として、第一の差が前記第一の
閾値以上であることが判定された電流値を送付した電流検出部２ｎのすぐ後段のＦＥＴ３
ｎを遮断箇所として特定する。
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【００４２】
　そして、処理部１１１は、Ｓ１０６の処理として、Ｓ１０５の処理により特定したＦＥ
Ｔ３ｎを表す情報を、制御部１２６に送付する。
【００４３】
　そして、処理部１１１は、Ｓ１０７の処理を行う。
【００４４】
　処理部１１１は、Ｓ１０７の処理を行う場合は、同処理として、図２に表す処理を終了
するかについての判定を行う。処理部１１１は、当該判定を、例えば、外部からの終了情
報の入力の有無により行う。当該終了情報は、例えば、図１に表される遮断装置１０６に
おける電源オフによるものである。
【００４５】
　処理部１１１は、Ｓ１０７による判定結果がｙｅｓの場合は、図２に表す処理を終了す
る。
【００４６】
　一方、処理部１１１は、Ｓ１０７による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ１０４の処理を行
う。
【００４７】
　処理部１１１は、Ｓ１０４の処理を行う場合は、同処理として、Ｓ１０１の処理により
測定を開始した経過時間が時間ΔＴを超えたかについての判定を行う。ここで、ΔＴは、
図２に表す処理のループの一回を時間ΔＴごとに行うために予め設定された経過時間の閾
値である。
【００４８】
　処理部１１１は、Ｓ１０４の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、前述のＳ１０１の
処理を再度行う。
【００４９】
　一方、処理部１１１は、Ｓ１０４の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ１０４の処
理を再度行う。
【００５０】
　図３は、図１に表す遮断装置１０６の処理部１１１が行う、遮断箇所をＦＥＴ１３１と
するかについての判定処理の処理フロー例を表す概念図である。図３に表す処理は、図２
に表す処理と並行して行われる。
【００５１】
　なお、図３に表す処理は、図１に表す電流検出部２ｎの各々及び１２１は、検出した電
流値を処理部１１１に対し、逐次送付していることを前提としている。
【００５２】
　処理部１１１は、例えば、電源のオンにより図３に表す処理を開始する。
【００５３】
　そして、処理部１１１は、Ｓ２０１の処理として、タイマーの設定時刻ｔ２を０に設定
し、時刻ｔ２＝０からの経過時間の測定を開始する。ここで、処理部１１１は図示しない
タイマーを利用できることを前提としている。
【００５４】
　次に、処理部１１１は、Ｓ２０２の処理として、電流検出部２ｎの各々から送られる電
流値の和を導出する。
【００５５】
　そして、処理部１１１は、Ｓ２０３の処理として、電流検出部１２１が送付した総合電
流値から、Ｓ２０２の処理により導出した各電流値の和を減じた値である第二の差を導出
する。
【００５６】
　そして、処理部１１１は、Ｓ２０３の処理により導出した第二の差が、記録部１１６か
ら読み込んだ第二閾値以上かについての判定を行う。
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【００５７】
　処理部１１１は、Ｓ２０５の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、Ｓ２０７の処理を
行う。
【００５８】
　一方、処理部１１１は、Ｓ２０５の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、Ｓ２０９の
処理を行う。
【００５９】
　処理部１１１は、Ｓ２０７の処理を行う場合は、同処理として、ＦＥＴ１３１を遮断箇
所として特定する。
【００６０】
　そして、処理部１１１は、Ｓ２０８の処理として、図１に表す制御部１２６に対し、Ｆ
ＥＴ１３１を遮断箇所とする通知を行う。
【００６１】
　そして、処理部１１１は、Ｓ２０９の処理を行う。
【００６２】
　処理部１１１は、Ｓ２０９の処理を行う場合は、同処理として、図３に表す処理を終了
するかについての判定を行う。処理部１１１は、当該判定を、例えば、外部からの終了情
報の入力の有無により行う。当該終了情報は、例えば、図１に表される遮断装置１０６に
おける電源オフによるものである。
【００６３】
　処理部１１１は、Ｓ２０９による判定結果がｙｅｓの場合は、図３に表す処理を終了す
る。
【００６４】
　一方、処理部１１１は、Ｓ２０９による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ２０６の処理を行
う。
【００６５】
　処理部１１１は、Ｓ２０６の処理を行う場合は、同処理として、Ｓ２０６の処理により
測定を開始した経過時間が時間ΔＴを超えたかについての判定を行う。ここで、ΔＴは、
図３に表す処理のループの一回を時間ΔＴごとに行うために予め設定された経過時間の閾
値である。
【００６６】
　処理部１１１は、Ｓ２０６の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、前述のＳ２０１の
処理を再度行う。
【００６７】
　一方、処理部１１１は、Ｓ２０６の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ２０６の処
理を再度行う。
【００６８】
　図４は、図１に表す制御部１２６が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。
【００６９】
　制御部１２６は、例えば、電源のオンにより図４に表す処理を開始する。
【００７０】
　そして、制御部１２６は、Ｓ３０１の処理として、遮断位置として特定されたＦＥＴを
表す情報の送付が、図１に表す処理部１１１からあったかについての判定を行う。
【００７１】
　制御部１２６は、Ｓ３０１の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、Ｓ３０２の処理を
行う。
【００７２】
　一方、制御部１２６は、Ｓ３０１の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ３０１の処
理を再度行う。
【００７３】
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　制御部１２６は、Ｓ３０２の処理を行う場合は、Ｓ３０１の処理により送付があったこ
とを判定した情報において遮断位置として特定されたＦＥＴのソース－ドレイン間の導通
を遮断する。制御部１２６は、当該遮断を、例えば、当該ＦＥＴのゲートへの電圧供給を
停止することにより行う。
【００７４】
　そして、制御部１２６は、Ｓ３０３の処理として、図４に表す処理を終了するかについ
ての判定を行う。制御部１２６は、当該判定を、例えば、外部からの終了情報の入力の有
無により行う。当該終了情報は、例えば、図１に表される遮断装置１０６における電源オ
フによるものである。
【００７５】
　制御部１２６は、Ｓ３０３による判定結果がｙｅｓの場合は、図４に表す処理を終了す
る。
【００７６】
　一方、制御部１２６は、Ｓ３０３による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ３０１の処理を再
度行う。
［効果］
　以上説明したように、給電システム１５１は、各ユニット１７ｎからの出力に係る電流
値の増加量と、並列に接続された各ユニットの後段における出力に係る総合電流値の増加
量とを測定する。
【００７７】
　そして、各ユニット１７ｎの各々から出力に係る電流値の増加量が第一の閾値を超えた
場合には、そのユニット１７ｎ内部に異常が発生したとして、そのユニット１７ｎからの
給電を停止する。
【００７８】
　また、前記総合電流値の増加量が、各ユニット１７１ｎからの出力に係る電流値の増加
量の総和以上の場合は、給電装置１６１から負荷２０１への給電を停止する。当該停止を
行うのは、各ユニット１７ｎからの出力以降の部分において異常が発生したことが推定さ
れるためである。
【００７９】
　上記動作により、給電システム１５１は、異常箇所の速やかな特定と当該異常個所に応
じた給電の停止を可能にする。これにより、給電システム１５１は、異常を看過し異常に
対する対応が遅れることによる負荷２０１等への被害の拡大を抑えることを可能にする。
【００８０】
　また、あるユニット１７１ｎからの出力電流のみに異常がある場合は、そのユニット１
７１ｎからの出力電流のみを遮断する。そのため、少なくとも、当該遮断後に予備のユニ
ットから負荷２０１への電流供給を行わせた場合には、給電装置１６１から負荷２０１へ
の電流供給を継続することができる。
【００８１】
　なお、給電装置１６１が備えるコンバータ１ｎがＤＣ－ＤＣコンバータである場合には
、上記効果は特に顕著である。なぜなら、ＤＣ－ＤＣコンバータは、入力された直流電力
を交流に変換する部分を備え、当該変換部分の故障に起因し、故障が生じる確率が他のコ
ンバータと比較して大きいためである。
【００８２】
　図５は、本発明の最小限の特定装置である特定装置１０１ｘの構成を表す概念図である
。
【００８３】
　特定装置１０１ｘは、特定部１１１ｘを備える。
【００８４】
　特定部１１１ｘは、各電流の電流値と、総合電流の総合電流値とから、前記負荷と前記
各給電装置との導通に係る遮断箇所を特定する。前記各電流の電流値は、図示しない給電
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装置の複数の給電部の各々から負荷に対し供給される電流値である。また、総合電流値は
、前記複数の給電装置の集合から前記負荷に対し供給される総合電流の電流値である。
【００８５】
　特定装置１０１ｘは、各電流の電流値と総合電流の総合電流値とから前記遮断箇所を特
定する。従い、特定装置１０１ｘは、前記給電装置のユーザに対し、当該遮断箇所の遮断
や給電部の予備への置き換え等の速やかな対応を可能にする。そのため、特定装置１０１
ｘは、給電システムや負荷における損傷の拡大防止を抑えつつ、負荷への給電の継続をよ
り長時間確保させ得る。
【００８６】
　そのため、特定装置１０１ｘは、前記構成により、［発明の効果］の項に記載した効果
を奏する。
【００８７】
　以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明は、前記した実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の基本的技術的思想を逸脱しない範囲で更なる変形、置換、調整を加
えることができる。例えば、各図面に示した要素の構成は、本発明の理解を助けるための
一例であり、これらの図面に示した構成に限定されるものではない。
【００８８】
　また、前記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記述され得るが、以下
には限られない。
【００８９】
　（付記Ａ１）
　給電装置の複数の給電部の各々から負荷に対し供給される各電流の電流値と、前記複数
の給電部の集合から前記負荷に対し供給される総合電流の総合電流値と、から、前記負荷
と前記給電部の各々との導通の遮断に係る遮断箇所を特定する特定部、
　を備える特定装置。
【００９０】
　（付記Ａ２）
　前記遮断箇所を、前記給電部の各々と前記負荷との間の各々と、前記すべてと前記負荷
との間と、から特定する、付記Ａ１に記載された特定装置。
【００９１】
　（付記Ａ３）
　前記遮断箇所を一つ特定する、付記Ａ１又は付記Ａ２に記載された特定装置。
【００９２】
　（付記Ａ４）
　前記給電部の各々からの電流の増加量が第一の閾値を超えたことを判定した場合に、前
記第一の閾値を超えたことを判定した増加量に係る前記給電部と前記負荷との間を前記遮
断箇所として特定する、付記Ａ１乃至付記Ａ３のうちのいずれか一に記載された特定装置
。
【００９３】
　（付記Ａ５）
　前記総合電流から、前記給電部の各々からの出力の和を減じた値が第二の閾値を超えた
場合に、前記すべてと前記負荷との間を前記遮断箇所として特定する、付記Ａ１乃至付記
Ａ４のうちのいずれか一に記載された特定装置。
【００９４】
　（付記Ａ６）
　前記給電部がＤＣ－ＤＣコンバータを備える、付記Ａ１乃至付記Ａ５のうちのいずれか
一に記載された特定装置。
【００９５】
　（付記Ａ７）
　前記給電部がＤＣ－ＤＣコンバータである、付記Ａ１乃至付記Ａ６のうちのいずれか一
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に記載された特定装置。
【００９６】
　（付記Ａ８）
　前記各電流の電流値を検出する第一の検出部をさらに備える、付記Ａ１乃至付記Ａ７の
うちのいずれか一に記載された特定装置。
【００９７】
　（付記Ａ９）
　前記総合電流値を検出する第二の検出部をさらに備える、付記Ａ１乃至付記Ａ８のうち
のいずれか一に記載された特定装置。
【００９８】
　（付記Ｂ１）
　付記Ａ１乃至付記Ａ９のうちのいずれか一に記載された特定装置が特定した前記遮断箇
所の導通の遮断を制御し得る制御部を備える遮断装置。
【００９９】
　（付記Ｂ２）
　付記Ａ１乃至付記Ａ９のうちのいずれか一に記載された特定装置と、
　前記特定装置が特定した前記遮断箇所の導通の遮断を制御し得る制御部と
　を備える遮断装置。
【０１００】
　（付記Ｂ３）
　前記遮断箇所をさらに備える、付記Ｂ１又は付記Ｂ２に記載された遮断装置。
【０１０１】
　（付記Ｂ４）
　前記遮断箇所がスイッチである、付記Ｂ３に記載された遮断装置。
【０１０２】
　（付記Ｂ５）
　前記遮断箇所が電界効果トランジスタであるである、付記Ｂ３又は付記Ｂ４である遮断
装置。
【０１０３】
　（付記Ｃ１）
　給電装置の複数の給電部の各々が負荷に対し供給する電流値の各々と、前記複数の給電
部のすべてが前記負荷に対し供給する電流値とから、前記負荷と前記各々との間の電気経
路の遮断箇所を特定する、特定方法。
【０１０４】
　（付記Ｄ１）
　給電装置の複数の給電部の各々が負荷に対し供給する電流値の各々と、前記複数の給電
部のすべてが前記負荷に対し供給する電流値とから、前記負荷と前記各々との間の電気経
路の遮断箇所を特定する処理をコンピュータに実行させる、特定プログラム。
【符号の説明】
【０１０５】
　１１、１２、１ｎ、１Ｎ　　コンバータ
　２１、２２、２ｎ、２Ｎ、１２１　　電流検出部
　３１、３２、３ｎ、３Ｎ、１３１　　ＦＥＴ
　４１、４２、４Ｎ　　端子
　１０１、１０１ｘ　　特定装置
　１０６　　遮断装置
　１１１　　処理部
　１１１ｘ　　特定部
　１１６　　記録部
　１２６　　制御部
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　１５１　　給電システム
　１６１　　給電装置
　１７１、１７２、１７ｎ、１７Ｎ　　ユニット
　２０１　　負荷

【図１】 【図２】
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【図５】
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